
令和 7年度 事 業

(令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで)

I 事業の実施方針

一般財団法人に移行 し12年 目を迎える今年度は、前年度に引き続き、漁業活動の場

である相模湾沿岸海域の水産資源の維持 。増大対策など沿岸漁業の水産振興を積極的

に進めると共に、市民の共有財産である相模湾沿岸の市民に親 しまれる憩いの場づく

りへの取 り組みを行 う。

また、具体的な事業の実施にあたっては、公益目的支出計画に基づく実施事業の優

先度や効率性を考慮 し、限られた財源を有効に活用できるように取 り組む。

Ⅱ 実施事業の内容

公益 目的事業及び継続事業については、横須賀市の相模湾沿岸における海岸環境の

保全 と美化活動を推進すると共に水産振興を目的とした水産物の調査研究及び水産資

源の安定供給を目指 し保護培養 (種苗放流)を推進する。

さらに、海岸環境や水産物並びに新 しい漁業等に対する知識向上を図るための研修

会を開催 し、漁業活動に対する様々な情報提供や市民に親 しまれる海岸 として安全・

安心な相模湾沿岸の環境づくりを推進する。

そして、これらの事業活動について広 く市民に理解を深めてもらうための広報活動

を併せて行 う。

また、その他の主要な事業として、水産振興を目的とした水産物に対する調査研究

を行 うものに対する助成 と相模湾沿岸海域における漁業生産力の向上と水産物の安定

供給に寄与するため、漁業協同組合の経営基盤の強化 と漁業経営の安定化を図るため

に融資を受けたものに対 して返済資金の助成を行 う。

以上これらの実施事業の内容については以下のとお りである。

1.環境保全事業 【相模湾沿岸の海岸環境の保全 と美化に関す る事業】

事業費  2,965千 円 (前年度比 48千円減 )

(1)海岸環境美化事業

ア.年間を通 じて海岸環境の美化を推進するため、相模湾沿岸地域の自治会・ボラン

ティア団体や漁業関係団体に対 して海岸環境美化への意識の高揚を図ると共に協

力を促 し、事業団とともに海岸環境の見守 りや海岸清掃活動を推進 し海岸環境の

美化活動に努める。

(海岸清掃のボランティア活動の推進)        ｀

① 富浦公園前の干潟の海浜地土壌の改善を図るため、横須賀市 と共催 して海藻 (ア

オサ)の腐敗による悪臭や海の生き物への悪影響を除去するための海岸環境改善

活動を地域のボランティア団体や地元の中学校と協力 して実施する。

計 画
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② 市民の憩いの場である荒崎海岸の美化活動を推進するため、地域のボランティ

ア団体と協力して海岸環境の美化活動を実施する。

③ 海岸清掃及び海岸ごみの減少を目的とする清掃活動を行つているボランティア

活動団体等の活動に対して支援を行う。

④ かながわ美化財団の海岸清掃行事や交流会に参加し、他団体との連携を図る。

(2)海岸環境保全事業

良好な海岸環境の保全のために、漁業協同組合等による定期的な海浜の清掃活動

費 (海洋汚染等の原因となる漂流・漂着物、堆積物の処理)の援助を行 う。

2.調査研究 目保護培養事業 【相模湾における水産物の調査研究及び保護培養に関する事業】

事業費 8,884千 円 (前年度比 214千円増 )

(1)(拡 )水産物の調査研究事業

平成 26年度から横須賀市上下水道局と連携 し小田和湾アサリ生育調査を行つて

いるが、本年度も通年のアサ リ生育調査と磯やけ対策の情報を収集 し、その内容を

より多くの漁業関係者及び地域住民に広報する。

また、本年度から藻場の調査及び保全・再生に取 り組む相模湾沿岸地域の漁業関

係団体、ボランティア団体等に対して、予算の範囲で支援を行 う。

(2)水産物の保護培養事業

魚介類の幼稚仔の時期を人工的な管理下で管理された種苗を購入 し、相模湾の天

然水域へ放流することにより水産資源の維持・増大を図り、市民の生活に欠かすこ

とのできない水産物の安定供給と海釣 りなど県民の健全なレクリエーションの振興

をめざす。

<令和 7年度種苗放流 目標数>
・ ヒラメ 11,000尾・ トラフグ 10,000尾・マダイ 8,000尾・カワハギ 8,000尾

・サザエ 17,800個 ・アワビ 2,500個・ トコブシ 5,000個

これらの保護培養事業における水産物の維持 0増大を図ることについて、広く市

民に栽培漁業への理解を深めてもらうため、年 2回発行の西部水産振興だよりにて

放流状況を広報 した。

3.研修事業 【沿岸環境、水産物及び藻場回復等の研修会に関す る事業】

事業費  1, 192千 円 (前年度比 54千円増 )

(1)研修会開催事業

横須賀市の相模湾沿岸における海岸環境や水産物並びに新 しい漁業等に対する知

識の向上を図るため各分野の専門家を招いて研修会を開催する。

(2)(拡)研修支援事業

当該の事業 目的である横須賀市の相模湾沿岸における海岸環境や水産物並び沿岸

海域における海難防止等に対する知識向上を図るための研修会 。講演会を開催する

ものに対して予算の範囲で支援を行 う。
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4.広報事業 【水産振興等の広報に関する事業】

事業費 959千 円 (前年度比 32千円増)

(1)広報紙作成事業

横須賀市の相模湾沿岸地域の情報 と海岸環境の保全や水産事業等の情報を提供 し、

水産振興等について幅広く市民に理解を深めてもらうため、広報紙「西部水産振興だ

より」を作成 し発行・配布する。また、状況に応 じて市民の憩いの場である海浜地や

地域等の情報を提供するとともに当事業団の活動内容等を紹介する。

(ア )発行部数   各 2,500部
(イ )発 行 回 数   年 2回 (無料西己布 )

5.調査研究助成事業 【水産物の調査研究を行 うものに対する助成事業】

事業費  500千 円 (前年度 と同額 )

(1)水産物の調査研究助成事業

相模湾沿岸海域における水産振興を目的とした水産物に対する調査研究を行 う

漁業協同組合に対 して調査研究費の助成を行 う。

6.経営安定事業 【経営安定のための融資に対する返済助成に関する事業】

事業者  8.000千 円 (前年度 と同額 )

(1)漁業経営資金等助成事業

横須賀市の相模湾沿岸海域における漁業生産力の向上と水産物の安定供給に寄

与するため、漁業協同組合の経営基盤の強化と漁業経営の安定化を図るために融

資を受けたものに対して返済助成を行う。

7.一般管理費

管理費 2,000千 円 (前年度と同額 )
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・これまで事務局長の任期

歴代 氏名 年数 任 期

1 井 口 昌一 3年 平成 9年 7月 1日 ～

平成 12年 6月 30日

2 小山 一雄 5年 2か月 平成 12年 5月 1日 ～

平成 17年 6月 30日

3 大久保 武寿 3年 2か月 平成 17年 5月 1日 ～

平成 20年 6月 30日

4 田口 永俊 4年 2か月 平成 20年 5月 1日 ～

平成 24年 6月 30日

5 岡野 廣隆 3年 2か月 平成 24年 7月 1日 ～

平成 27年 6月 30日

6 正木 道雄 5年 3か月 平成 27年 4月 1日 ～

令和 2年 6月 30日

7 谷  英明 5年 令和 2年 4月 1日 ～
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